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第１章 食品ロス削減推進計画について 

１ 計画策定の背景 

（１） 食品ロスを取り巻く現状 

① 食品ロスとは 

「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のことをいいます。 

我が国では、まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階に

おいて日常的に廃棄されており、大量の食品ロスが発生しています。 

 

令和５年度（2023 年度）の日本の食品ロス発生量は、年間約 464 万トン（令和５年

度推計 農林水産省・環境省）と推計されています。これを国民一人当たりに換算する

と、年間約 37ｋｇ、一人１日当たりでは約 102ｇ（おにぎり約１個分のご飯に相当）の

食品ロスが発生しています。 

 

また、この年間約 464 万トンの食品ロス発生量は、国連世界食糧計画（国連ＷＦＰ1）

による飢餓に苦しむ人たちへの食料支援量 370 万トン（令和 5年（2023年）実績）の約

1.3倍にあたります。 

 

日本の食料自給率(カロリーベース2) は 38％（農林水産省算出「食料需給表(令和５

年度（2023年度）)」）で、食料の多くを海外からの輸入に依存しています。 

このような中で、食品ロスの発生は、食料生産や輸送、廃棄に費やされた資源や労力、

コスト等の浪費であり、その過程で排出されたＣＯ２により環境に負荷が生じます。 

食品ロス問題は、「もったいない」ということにとどまらず、環境問題や経済問題等

の社会問題と深くつながっています。 

 

食品ロスの発生要因は、464 万トンのうち、231 万トンが事業系食品ロス3で、「食品

製造業」「外食産業」「食品小売業」「食品卸売業」で発生する規格外品や返品、売れ

残りや顧客の食べ残し等からなります。 

また、233万トンが家庭系食品ロス4で、家庭での「直接廃棄」(手つかず)、「食べ残

し」、調理過程等での可食部分の「過剰除去」からなります。 

 

 

  

 
1 国連ＷＦＰ：国連世界食糧計画（World Food Programme） 
2 カロリーベース：基礎的な栄養価であるエネルギー（カロリー）に着目して、国民に供給される熱量（総供給

熱量）に対する国内生産の割合を示す指標 
3 事業系食品ロス：事業活動に伴って発生する食品ロス 
4 家庭系食品ロス：各家庭から発生する食品ロス 
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（２） 食品ロス削減の意義 

① 世界の動き 

平成 27 年(2015 年)９月に、国際連合の「持続可能な開発サミット」で採択された 

「持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ5)」では、誰一人取り残さない、持続可能な世界を実現

するための 17のゴール(目標）が設定されています[図表１]。 

その中で、食品ロス削減は、「目標 12 つくる責任 つかう責任」の中に位置付けら

れ、国際的にも重要な課題であり、「2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全

体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーン6に

おける食料の損失を減少させる」ことが目標として設定されています[図表１] [図表

２]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出典：国際連合広報センターHP                              

 

 

 

 

 

 

 

また、食品ロスを削減することは、環境の負荷軽減や持続可能な食料生産システムと

もつながっており、食品リサイクルの推進や環境と関わりの深い複数のゴール達成を通

じて、経済・社会の諸課題の同時解決にもつながります。 

 

 

 

 
5 ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)  
6 ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ:生産者から、加工業者や卸業者、小売店、消費者への食品が届くための一連の流れ 

国際的な目標【持続可能な開発目標 SDGs 国連 H27(2015).９月】 
 

目標 12．持続可能な生産消費形態を確保する 

  12.3 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料廃棄を半減

させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。 

[図表２] 

[図表１] 
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② 国の動き 

世界で飢餓に苦しむ人たちがいる中で、多くの食料を輸入に頼る我が国では、食品ロ

ス削減は真摯に取り組むべき課題です。 

この状況を受け、令和元年（2019 年）10 月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」

（以下「法」という。）が施行され、その中で、各地域の食品ロス削減は、地域の特性

に合った計画を策定することが効果的であるとし、地方公共団体が計画を策定すること

を努力義務（法第 12条）と規定されています。 

また、令和２年（2020 年）３月には、法に基づく「食品ロスの削減の推進に関する

基本的な方針（以下「基本方針」という。）」が閣議決定され、多分野にわたる食品ロ

ス削減対策を着実に進めるために、消費者、事業者、行政等の多様な主体が緊密に連携

を図り、国民運動として一丸となって食品ロスの削減を推進していく方針が定められて

います。 

基本方針の中では、事業者が自己の取組を消費者に伝え、消費者はそれを評価する

「つなぐ」視点が必要であり、このような過程を通じて、消費者が食品ロス削減に取り

組むことは、自らの消費生活に関する行動が、地球環境等に影響を及ぼす自覚を持ち持

続可能な社会の形成に積極的に参画する「消費者市民社会」（消費者教育の推進に関す

る法律）の形成の取組と位置づけることができるとされています。 

また、基本方針においては、食品ロスの削減の目標は、家庭系食品ロスと事業系食品

ロスともに、令和 12年度(2030年度)までに平成 12年度(2000年度)比で食品ロス発生量

を半減させることと設定されていました。 

令和７年（2025 年）３月には、閣議決定により、基本方針の変更があり、事業系に

ついては 2030 年度目標を８年前倒しで達成したことから、新たに 60％減の目標が設定

されました。 

また、食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を 80％にするという目標

が引き続き設定されています[図表３][図表４]。 

 

  

出典：消費者庁「食品ロス削減関係参考資料（R7.６.27 版）」 

[図表３] 
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２ 計画の基本的な考え方 

（１） 計画策定の趣旨 

 法第 12条第 1項では、「都道府県は、基本的な方針を踏まえ、当該都道府県の区域

内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めなければならな

い。」と規定されており、これに基づき、本県における食品ロス削減の取組を総合的

に推進し、持続可能な社会の実現を目指すため、「熊本県食品ロス削減推進計画（以

下「計画」という。）」を策定します。 

また、基本方針等を踏まえ、計画期間満了に伴い必要な見直しを行います。 

 

（２） 計画策定(改定)における検討体制 

計画策定（改定）にあたっては、庁内関係課から構成する「熊本県食品ロス削減推

進会議」で検討を行うとともに、食品ロスが発生する生産、販売、消費等の各段階に

ついて見識を有する県内の学識経験者及び民間事業者等により構成する「熊本県食品

ロス削減推進に関する有識者会議7」に意見を求めます。 

 

（３） 計画の位置付け 

本計画は、法第 12条第１項の規定に基づき、基本方針を踏まえて、県が策定する

｢都道府県食品ロス削減推進計画」に位置付けられます。 

    また、食品ロス削減に係る消費者教育の推進は、「消費者教育の推進に関する法律」

第２条第２項「消費者市民社会8」の形成の取組に位置付けられます。 

なお、法第 12 条第２項の規定に基づき、「第５次熊本県消費者施策の推進に関す

る基本計画(令和８年(2026年)３月策定。以下「県消費者基本計画」という。）」、

｢第６期熊本県廃棄物処理計画(令和８年(2026年)３月策定。以下「県廃棄物処理計

 
7 熊本県食品ロス削減推進に関する有識者会議：巻末資料委員名簿参照 
8 消費者市民社会：消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活

に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及

ぼし得るものであることを自覚し、公正かつ持続可能な社会形成に積極的に参画する社会 

国の目標【基本方針 R7(2025)３月閣議決定】 
 
■食品ロス発生量  

家庭系は、令和 12 年度（2030 年度）までに平成 12 年度（2000 年度）比で半減させる。事

業系は、令和 12 年度（2030 年度）までに平成 12 年度（2000 年度）比で 60％削減させる。 
 
 
 

 

■食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を８０％にする 

 

平成 12 年度        令和５年度           令和 12 年度 
（2000 年度）  ⇒    （202３年度）    ⇒    （2030 年度） 

980 万トン        464 万トン          435 万トン 
 

▲6.3％  

令和６年度         令和 12 年度 
（2024 年度）  ⇒   （2030 年度） 

7４.9％            80％ 
 

[図表４] 
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画」という。）」及び「第七次熊本県環境基本計画（令和７年（２０２５年）３月策

定。以下「県環境基本計画」という。）」との調和を図ります。 

 

＜県消費者基本計画＞ 

「基本的方向性３ 消費者教育の推進」の中で、持続可能な社会の実現に向けた取

組の推進を図るため、消費者、事業者等の多様な主体が理解と関心を深め、それぞれ

の立場で食品ロス削減に積極的に取り組むとともに、人や社会、環境に配慮した消費

者行動である「エシカル消費」の普及啓発に取り組むとしています。 

＜県廃棄物処理計画＞ 

生活系ごみ、事業系ごみを合わせた令和５年度（2023 年度）ごみ総排出量は

520,091 トンで、県民一人１日当たり 822g と、令和元年度以降は全国 8、9 位を推移

しています。今後更に削減に取り組むとして、令和 12 年度（2030 年度）には約９％

削減した一人１日当たり 749ｇを目標値としています。 

＜県環境基本計画＞ 

「2050 年熊本県内ＣＯ２排出実質ゼロ」に向けて、温室効果ガスのさらなる排出削

減に必要な取組を県民一体となって推進するとしています。 

「家庭部門」の取組としては、ＳＮＳ等を活用した広報活動により消費者向けの普

及啓発を行いながら、更なる食品ロス削減に係る県民の意識の醸成を図ることとして

います。 

 

（４） 計画期間 

 本計画は、県消費者基本計画等の計画期間と調和を図ることから、令和８年度

（2026年度）から令和 12年度（2030年度）までの５年間を計画期間とします。 
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第２章 熊本県における食品ロス等の現状と課題  

１ 熊本県の食品ロス発生状況（推計） 

令和７年度(2025年度)に推計した本県の食品ロス発生量(年間推計)は、45,017トンで、

内訳は、28,825トンが家庭系食品ロス、16,192 トンが事業系食品ロスとなります。 

計画策定時から 7,911トンの削減となり、中間目標である 49,752トンを達成しました。

なお、事業系食品ロスは長期目標を５年前倒しで達成しました[図表５] [図表６]。 

県民一人当たりに換算すると、年間約 26.4kg となり、一人１日当たりでは 72ｇの食品

ロスが発生していることになります[図表７] 。 

また、食品ロス発生量のうち家庭系・事業系食品ロスの割合は 64％、36％と家庭系が多

い結果になります[図表７]。 

 

【計画策定時の目標等】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[図表６] 

家庭系
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0
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令和３年度

（平成30年度推計値）

令和７年度

（令和５年度推計値）

食品ロス発生量

家庭系 事業系

全体 52,928

全体 45,017

単位：トン

[図表５] 

単位：トン 

家庭系 事業系

策定時（令和３年度） 52,928 32,351 20,577

中間目標（令和７年度） 49,752 30,398 19,354

↓ 　↓ ↓ ↓

現状（令和７年度） 45,017 28,825 16,192

長期目標（令和12年度） 43,136 26,356 16,780

発生量
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参考 ＜熊本県における食品ロス発生量の推計＞ 
 
Ａ 家庭系食品ロス 
 
■本県の家庭系ごみの収集量 

283,982ｔ9 ･･‥･･① 

■家庭系収集ごみに対する食品廃棄物発生割合 

30.3％10  ･･･‥･･② 

■家庭系食品廃棄物量 

①283,982ｔ×②30.3％＝86,047ｔ ････‥③ 

■家庭系食品廃棄物に占める食品ロスの発生割合11 

直接廃棄（15.0％）･‥④ 食べ残し（13.2％）･‥⑤  過剰除去割合（5.3％）･･･⑥ 

 

本県の家庭系食品ロス発生量＝（③×④）＋（③×⑤）＋（③×⑥） 

＝ 28,825ｔ ‥‥‥⑦ 

Ｂ 事業系食品ロス 
 

■本県の食品廃棄物 

186,000ｔ12 ･････⑧ 

■本県の事業系食品廃棄物発生量 

⑧186,000ｔ - ③86,047ｔ ＝99,953ｔ ･‥‥⑨ 

■事業系食品廃棄物等に占める食品ロスの割合13 

16.2％ ‥･･‥⑩ 

 

本県の事業系食品ロス発生量＝ ⑨×⑩ 

＝ 16,192ｔ ‥‥‥⑪ 
 

 

推 計 結 果 

 

 
9  283,982ｔ：環境省 R5「一般廃棄物処理事業実態調査」推計値から算定 
10 30.3％：環境省 R7.3 月「食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査報告書」 
11 家庭系食品廃棄物に占める食品ロスの発生割合： 

環境省 R7.3 月「食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査報告書」 
12
 186,000t：熊本県「バイオマス利活用率推計一覧」 

13 事業系食品廃棄物等に占める食品ロスの割合:農林水産省・環境省 R5 食品ロス推計値から算出 
14
 県民一人当たり：熊本県人口 1,707,747 人(令和 5 年 10月 1 日時点熊本県推計人口調査結果報告書） 

本県の年間の食品ロス発生量 

45,017ｔ ＝ Ａ 家庭系：⑦28,825ｔ ＋ Ｂ 事業系：⑪16,192ｔ 

（64.0％）        （36.0％） 

県民一人当たり14換算：年間約 26.4kg 

一人１日当たり：72ｇ（家庭系：46ｇ 事業系：26ｇ） 

[図表７] 
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２ 食品ロス削減に係る意識調査結果  

（１） 消費者 

令和７年(2025 年)７月に実施した「2025 県民アンケート15（県民生活や県の取組み

に関する意識調査）」の中の、食品ロス削減に関する回答結果では、「食品ロス削減

を意識して行っている」割合は全体の 95.8％、「何も行っていない」は 4.2％でした。 

これは、令和３年(2021 年)と比較すると、「食品ロス削減を意識して行っている」

消費者が 15.6ポイント増加しています[図表８]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意識して行っている」と回答した人に、どのようなことを行っているかを尋ねた

ところ、「飲食店では、食べきれる範囲で注文している」の割合が 67.2％と最も高く、

続いて「お店では使い切れる分だけ食材を購入することを心掛けている」が 62.7％、

「家で調理をする際、食材の食べられる部分は使い切るように心掛けている」53.4％、

「家で調理をする際、一度に食べきれる量だけ作っている」44.9％という結果でした

[図表９]。 

このことから、食品ロス削減を意識して行動している人は、「身近な日常生活の中

で、自分ができるところから行動している」ことが分かります。 

 

一方、「何も行っていない」と回答した人を年代別にみると、18 歳～29 歳が 5.7％

と最も多く、続いて 60歳～69歳が 5.1％という結果でした [図表 10]。 

 

  

 
15 県民アンケート：県が実施する県政の個々の政策課題に関する県民の意識調査 

[図表８] 

80.2%

95.8%

19.8%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度

令和７年度

あなたは、食品ロス削減を意識して

行っていますか。

行っている 行っていない
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[図表９] 

[図表 10] 

5.7%
3.0% 4.6% 4.2% 5.1% 3.5%

24.1%
28.8%

21.1%
17.6% 19.4%

13.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

何も行っていない

令和７年度 令和３年度
※令和３年度は、20～29歳

※ 

62.7%

28.3%

44.9%

53.4%

37.6%

67.2%

15.7%

2.9%

1.0%

71.2%

0.0%

54.0%

54.1%

36.5%

61.5%

14.9%

0.0%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

お店では使い切れる分だけ食材を

購入することを心掛けている

購入してすぐ食べる商品を、商品棚の手前から

積極的に選んで購入している

家で調理をする際、一度に

食べきれる量だけ作っている

家で調理をする際、食材の食べられる部分は

使い切るように心掛けている

冷蔵庫や保管庫での食材の保存方法、

配置方法などを工夫している

飲食店では、食べきれる範囲で注文している

飲食店で食べ残しが出る場合には、

ドギーバッグ等を利用し、持ち帰っている

家庭で余っている食べ物を持ち寄り、

フードドライブ活動に寄附したことがある

その他

どのようなことを行っているか（複数回答可）

令和７年度 令和３年度
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（２） 事業者  

令和７年(2025 年)５月に、県内事業者（製造・販売業、飲食業）500 社を対象に実

施した「食品ロス削減に関する事業者アンケート16」では、「食品ロスという言葉を聞

いたことがあり、その意味も知っていた」事業者は 99.0％で、ほとんどの事業者に認

知されていました。 

また、令和３年(2021 年)と比較すると、「食品ロスという言葉をきいたことがあり、

その意味も知っていた」割合は５ポイント増加しています。 

また、食品ロス削減のための取組について尋ねたところ、今回のアンケートに回答

した 93 事業者のうち 94.0％に当たる 87 事業者が、「何らかの取組を行っている」と

回答しました。 

事業所で発生している食品ロスの形態については、製造・販売業では、その他を除

いて「消費・賞味期限17が過ぎた食材(材料)」が最も多く、次に「商品の売れ残り」、

飲食業では「顧客の食べ残し」が最も多く、次に「消費・賞味期限が過ぎた食材(材

料)」が多いという結果になりました[図表 11][図表 12]。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 食品ロス削減に関する事業者アンケート：県が無作為抽出による県内製造・販売、飲食業 500 社を対象に実施

した事業者の意識調査 
17 消費期限：定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠く

こととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。 

 賞味期限：定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると

認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が

保持されていることがあるものとする。 

[図表 11] 

[図表 12] 

18%

17%

3%

40%

23%

33%

31%

8%

10%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

消費・賞味期限が過ぎた食材(材料)

商品の売れ残り

生産時に見た目などから捨てている食材の可食部分

発生していない

その他

「食品ロス」が発生する主な場面・理由はなんですか。

【製造・販売業】（複数回答可）

令和７年度 令和３年度

6%

16%

16%

27%

36%

35%

4%

11%

20%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

発生していない

料理の作りすぎ

調理時に見た目などから捨てる食材の可食部分

消費・賞味期限が過ぎた食材(材料)

顧客の食べ残し

「食品ロス」が発生する主な場面・理由はなんですか。

【飲食業】（複数回答可）

令和７年度 令和３年度
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３ 食品ロス削減に係る本県の課題 

これまで記載してきた本県の食品ロスの現状から、課題を以下のとおり整理しました。 

今後食品ロス削減に取り組むには、「食品ロス削減の意義を浸透させること」、「具体

的な行動実践につなげること」、「県民総参加で取り組むこと」の３つの方向性が必要と

なります。 
 

〇消費者の食品ロス削減に関する意識改革・行動変容が必要 

・若い年代の食品ロス問題への関心や取り組む率の向上のため消費者教育が必要 

・日常生活（買い物、調理等）ですぐ取り組める基本的知識の周知啓発が必要 

 ・賞味期限や消費期限等科学的根拠を知り、食品ロスを「もったいない」と思う 

だけでなく、環境問題や経済問題ともつながるという意識が必要 

 ・消費者が自己の消費行動を見直すという行動変容が必要 

・商慣習の見直し等事業者の取組への理解が必要 

 

○事業者の納品期限の緩和等商慣習見直しに係る普及啓発が必要 

・消費者の過度な鮮度志向や欠品を許容しない風潮に大きく影響されている商慣

習や商品管理を、持続可能な社会に向けてサプライチェーン全体で見直すこと

が必要 

 

○余剰食品の有効活用を充実させることが必要 

・県民や事業者が所有する余剰食品を必要とする支援団体に届け、食品の有効活

用ができる仕組みの充実が必要 

 
 
 
  

 

・食品ロス削減の意義浸透が必要 

・具体的行動の実践が必要 

・県民総参加の取組が必要 

《課題から見える方向性》 
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第３章 本県の目標 

１ 目指す姿 

食品ロス削減に効果的に取り組むためには、県民一人ひとりが食品ロス削減の意義を認

識し、この問題を「他人事」ではなく、「我が事」として捉え、「理解」するだけにとど

まらず具体的な「行動」に移すことが必要です。 

そして、消費者、事業者、関係団体等が、食品ロス削減という目標を共有し、それぞれ

の立場を理解・協力しつつ、それぞれの責任において県民一体となって取り組んでいくこ

とを目指します。 

 

 

 

 

 

 

２ 取組の方向性 

本県の食品ロス削減の課題は、消費者一人ひとりの日常生活から、事業者等が構成する

サプライチェーン全体にかかるものまで幅広い分野に及びます。 

これらの課題を解決するためには、第２章で記載した課題から見える方向性により消費

者、事業者、関係団体等の各主体が、それぞれの立場で主体的に循環型社会18の形成につな

がる削減に取り組むことが必要です。 

このことが、ひいては「ゼロカーボン社会くまもと」の実現につながり、誰一人取り残

さない持続可能な世界実現を目指すＳＤＧｓの目標を体現するものです。 

 

（１） 消費者等の意識改革・行動変容推進 

消費者一人ひとりが食品ロス削減の意義を認識するために、消費者教育を通じて消

費者の意識改革を進め、行動変容を促します。食品ロス削減の取組は、消費者だけで

なく事業者等の果たすべき社会的責任の一つであること認識し、事業者の取組への理

解と後押しにつなげます。 

 

（２） 発生抑制及び有効活用の取組推進 

各主体が、食品ロス削減に係る取組を具体的行動の実践に結びつけるため、それぞ

れの立場で、まず発生抑制に向けて取り組むよう促します。 

未利用食品については、食品を必要とする支援団体の情報提供等を行い、有効活用

を推進します。 

 

 

 
18 循環型社会：[1]廃棄物等の発⽣抑制、[2]循環資源の循環的な利⽤及び[3]適正な処分が確保されることによ 

って、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。 

＜目指す姿＞ 

つくる人、つかう人、みんなで協力、みんなで削減、食品ロス！ 
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（３） 県民運動の機運醸成 

食品ロス削減の意義を理解することで、県民全員が当事者であるということを理解

し、それぞれの具体的行動を実践し、県民総参加で取り組むよう、機運の醸成に努め

ます。 

 

３ 計画の目標 

第１章の国際的な目標、国の目標19を踏まえ、以下のとおり県の数値目標を設定します。  

 

（１） 食品ロス削減に取り組んでいる消費者の割合 

計画策定当初の目標は「食品ロス削減に取り組んでいない消費者の割合を 10％以下

にする。」としていましたが、国の基本方針等を踏まえ「食品ロス削減に取り組んで

いる消費者の割合を 90％以上にする。」と改めます。 

そのことを踏まえ、令和７年度の消費者の意識調査では、食品ロス削減に取り組ん

でいる人の割合は 95.8％と目標を達成しました。 

そこで、新たに「食品ロス削減に取り組んでいる消費者の割合を前年度比増」にす

ることを目標とします。 [図表 13]。 
 

【令和７年度（2025年度）消費者意識結果20】 

食品ロス削減に取り組んでいる消費者

の割合 95.8％ 

 

 

（２） 食品ロス発生量 

 

国は、食品ロス量の目標について、家庭系食品は、令和 12 年度（2030 年度）まで

に、平成 12 年度（2000 年度）比で半減、事業系食品は 60％削減させることを目標に

しています。 

本県では家庭系食品ロス、事業系食品ロスともに令和 12年度(2030年度)までに令和

３年度(2021 年度)比で国の削減率を踏まえ 18.5％削減した発生量にすることを目標と

していたところ、事業系食品ロスについて、目標を達成したことから新たに目標を定

めます。 

国の事業系食品ロスの目標から算出すると、令和５年度(2023 年度)食品ロス発生量

から 5.2％の削減率となります。新たに定める本県の事業系食品ロスの目標についても

 
19 国際的な目標、国の目標：P２図表２、P４図表４ 
20 令和７年度（2025 年度）消費者意識結果:令和７年度(2025 年度)県民アンケート調査値 

【令和 12年度（2030年度）消費者意識目標値】 

食品ロス削減に取り組んでいる消費者

の割合（県民アンケート） 前年度比増 

[図表 13] 
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国の削減率を踏まえ、本県の令和５年度(2023 年度)食品ロス発生量から 5.2％削減し

た、15,350 トンとします。なお、家庭系食品ロスは長期目標から 2,469 トンの削減が

必要なことから継続します。 

新たな食品ロス発生量の目標は、令和５年度(2023 年度)から 7.4％削減した 41,706

トンとし、内訳は、家庭系食品ロスが 26,356 トン、事業系食品ロスが 15,350 トンと

します。 [図表 14][図表 15]。 

 【新たな目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度（2025 年度） 
［令和５年度（2023 年度）推計］ 

食品ロス発生量 発生量(ﾄﾝ) うち家庭系 うち事業系 

熊本県 45,017  
28,825 
(64.0%) 

16,192 
(36.0%) 

県民一人 1 日当たり 72 g/(人・日)  46 g/(人・日)  26 g/(人・日)  

 

 

令和 12 年度（2030 年度）目標値 

食品ロス発生量 発生量(ﾄﾝ) うち家庭系 うち事業系 

熊本県 41,706  
26,356 
(63.2%) 

15,350 
(36.8%) 

県民一人 1 日当たり 67 g/(人・日)  42 g/(人・日) 25 g/(人・日)  

 

 

 

  

[図表 15] 

家庭系 事業系

策定時（令和３年度）
（平成30年度推計値）

52,928 32,351 20,577

現状（令和７年度）
（令和５年度推計値）

45,017 28,825 16,192

目標（令和12年度） 41,706 26,356 15,350

発生量

[図表 14] 

単位：トン 

一人１日当たり５ｇを削減 

最後の一口を 
残さない ５ｇ削減 
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[図表 16] 

家庭系

28,825 

家庭系

26,356 

〔継続〕

事業系

16,192 
事業系

15,350 

〔新〕

0
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15,000

20,000
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30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

令和７年度（令和５年度推計値） 令和12年度

食品ロス発生量と目標

目標

単位：トン

全体 45,017
全体 41,706

事業系

△5.2％

家庭系

△8.6％
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第４章 食品ロス削減推進に関する施策の展開 

１ 各主体の役割 

第３章で記載したように、各主体が以下の役割と取組を理解し、食品ロス削減を実践す

ることが必要です。 

 

（１） 消費者の役割 

消費者は、食品ロス削減の必要性について理解し、日頃の食品ロス削減を意識した

生活の見直しが必要です。そのため以下に示す取組事例を参考に、日常生活における

実践が求められます。 

また、過度な鮮度指向や欠品を許容しない風潮が、サプライチェーン全体の食品ロ

スを発生させる結果となることを認識して行動することが必要です。 

更に、食品ロス削減に取り組む事業者の商品や店舗等を積極的に活用することで、

これらの事業者を支援することも大切な取組の一つです。 

県が推奨する具体的な取組事例等の実践に協力し、県民一体となって食品ロス削減

に取り組みます。 

【取組事例】 

 

【消費者】 食品ロス削減に向けて実践できる事例 

行  動 

日々の生活

の中で 

☐食品ロスを意識し、どのようなものが発生するか観察し、改善へつなげる。 

（食ロスチェック） 

 

買 い 物  

《出かける前に》 

☐家にある食材をチェック(在庫確認）する。 

 ・購入する必要があるもの、ないものを事前にチェックする。 

《買い物のときに》 

☐期限表示を理解のうえ、使用時期（すぐ食べるのか）を考えて購入する。 

・「賞味期限」おいしく食べることができる期限。 

  「消費期限」過ぎたら食べない方がよい期限。（未開封に限る） 

 ・購入してすぐ食べる商品は、期限にかかわらず手前から商品を取る。 

（てまえどり） 

 ・すぐ食べる場合は、見切り品等も活用する。 

☐使い切れる分だけ購入する。 

☐欠品を許容する意識を持つ。 

・食品ロス削減を意識し、売れ残りを減らす事業者の取組として理解する。 

  

食品ロス削減アクション
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21 くまもと食べきり運動：県民、食べきり協力店、県が協力して、宴会等での食べきりを目指す運動。 
22 30・10（さんまる いちまる）運動：宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで、乾杯後 30 分間は席を

立たずに料理を楽しみ、お開き 10 分前には自分の席に戻って再度料理を

楽しむ運動  

食品の保管 

☐食材に応じた適切な保存をして、長持ちさせて、おいしく食べる。 

 ・例えば、入手した食材を種類ごとに分けたり、必要に応じて下処理を行い、 

冷蔵庫や冷暗所等食材に応じた場所で保存する。 

☐冷蔵庫等の在庫管理を定期的に行う。 

☐保存している食材を使いきる。 

  

調  理 

☐食材を計画的に使いきる。 

 ・例えば、余った食材等を活用した一汁一菜などで使いきる。 

☐食材の皮を厚くむきすぎないなど食べられる部分はできるだけ無駄にしない。 

☐食べ残しを減らし、食べなかったものはリメイク等の工夫をする。 

 ・まだ食べられる食材を無駄なく使うレシピ、例えば、野菜を丸ごと使ったレ

シピ、余った料理をアレンジしたリメイクレシピ等を活用し、おいしく使い

切る。 

  

外  食 

☐くまもと食べきり運動21に協力する。 

☐食べきれる量を注文し、提供された料理を食べきる。 

☐宴会時は、時間を決めるなどしておいしく食べきる工夫をする。 

・おいしく食べきることを呼びかける「 30・10（さんまる いちまる）運動22 」な

ど、最初と最後に料理を楽しむ時間を設けるなど食べきる工夫をする。 

  

【消費者の取組に参考となる資料】 
 
 （買い物、食品の保管、調理について） 

■「計ってみよう！家庭での食品ロス」 

食品ロス削減マニュアル～チェックシート付～冊子(消費者庁) 

 （外食について） 

■「めざせ！食品ロス・ゼロ できることから、始めてみよう (外食・宴会編)」 

リーフレット(消費者庁) 

⇒ 上記資料は消費者庁のホームぺージから閲覧できます。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/ 

pamphlet/ 

■ 消費者庁は、特設サイト「めざせ!食品ロス・ゼロ」を開設しています。 

https://www.no-foodloss.caa.go.jp/ 

■ 消費者庁は、料理レシピサービス「クックパッド」に「消費者庁のキッチン」を開設 

し、食材を無駄にしないレシピを掲載しています。 

⇒ 料理レシピサービス「クックパッド」ホームぺージから閲覧できます。 

https://cookpad.com/kitchen/10421939 

 

食品ロス削減アクション
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（２） 事業者の役割 

事業者は、自らの事業活動における食品ロスを把握し、商慣習の見直し等その削減

を図ることが求められます。また、サプライチェーン全体で食品ロスの状況と削減の

必要性の理解を深めることが必要です。その上で以下にあげる取組事例を参考に、取

り組むことが求められます。 

消費者に対して、自らの食品ロス削減の取組状況を発信し、消費者の理解と協力を

得ること、県が推奨する具体的な取組事例等の実践や市町村が実施する食品ロス削減

の取組に協力し、ともに取組を進めます。 

また、やむを得ず発生した未利用食品については、食料を必要とする支援団体と情

報共有をしながら、「食品寄附ガイドライン」に基づき有効活用・再利用等に努め、

県民一体となって食品ロス削減に取り組みます。 

【取組事例】 

 
23 フードシェアリング：そのままでは廃棄されてしまう食品と購入希望者とのマッチングさせることで食品ロス 

削減や無駄を減らす仕組み 
24 賞味期限表示の大括り化：農林水産省が推進する、賞味期限表示の年月表示や日まとめ表示（年月日表示のま  

ま、日の表示を例えば 10 日単位で統一）といった大括り化。 

【事業者】食品ロス削減に向けて求められる行動 

行  動 

すべての事

業者共通事

項 

☐食品ロスの状況と、その削減の必要性について理解を深め、社員等への

啓発を行う。また、災害時用備蓄食料の有効活用に努める（フードバン

ク等への提供を含む。）。 

☐フードドライブ活動に参加する。 

 

食品関連事

業者共通事

項 

☐食品を包装する段ボール等の資材に傷や汚れがあっても、中身が破損し

ておらず、輸送や保管に支障がなければ、廃棄せずそのまま販売できる

よう、関係者で食品ロス削減の意識を共有する。 

☐フードシェアリング23の活用等による売り切りの工夫 

☐未利用食品を提供するための活動（いわゆるフードバンクやマルシェ活

動）の理解と提供の取組 

☐食品ロスの削減に向けた体制構築と、取組内容や進捗状況等の消費者等

への取組 

 

農林漁業者 
☐規格外や未利用の農林水産物の有効活用の取組 

  

食品製造 

業者 

☐食品原料の無駄のない利用への取組 

 ・例えば、原料の在庫や品質管理を徹底し、原料の無駄をなくす。 

☐製造工程、出荷工程における適正管理・鮮度保持への取組 

☐食品の製造方法の見直しや容器包装の新たな技術導入等による賞味期限の

延長の取組 

☐年月表示化など賞味期限表示の大括り化24の検討 

 

食品ロス削減アクション
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25 受発注リードタイム：発注から納品までの時間 

☐サプライチェーン全体での気象データ活用等による需要予測の高度化や受

発注リードタイム25の調整等の取組 

☐少人数世帯向けに小分け販売や少量販売をする等消費実態に合わせた容量 

の適正化への取組 

☐製造時に生じる食品の端材や形崩れ品等の有効活用の検討 

・例えば、規格外野菜を料理の材料に活用したり、食品を必要とする支援 

団体に提供する。 

  

食品卸売・

小売業者 

☐サプライチェーン全体での納品期限（３分の１ルール等）の緩和等の商慣

習見直しの取組 

☐天候や日取り（曜日）などを考慮した需要予測に基づく仕入れ、販売等の

工夫、季節商品の予約制等、需要に応じた販売への工夫 

☐賞味期限、消費期限に近い食品から購入するよう促し（購入してすぐ食べ

る商品はてまえどりを促進）、売りきるための取組（値引き・ポイント付

与等）や、小分け販売や少量販売など消費者が使い切りやすい工夫への取

組 

☐食品小売業者（フランチャイズ店）において、本部と加盟店との協力によ

る取組 

  

外食事業者 

☐天候や曜日等、消費者特性などを考慮した仕入れ、提供等の工夫 

☐くまもと食べきり運動に協力する。 

☐消費者が食べきれる量を選択できる仕組み（小盛り・小分けメニュー

や、要望に応じた量の調整等）への取組 

☐おいしく食べきることを呼びかける「30・10（さんまる いちまる）運動」

等の取組 

□消費者が食べ残しの持ち帰りを行いやすい環境の醸成と「食べ残し持ち

帰り促進ガイドライン」に基づき対応 

  

食品ロス削減アクション

食品ロス削減アクション
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（３） 県の役割 

県は、第３章で記載した３つの方向性により本県の目指す姿を実現するため、法で

定められた県の役割を踏まえ、具体的施策に取り組んでいきます。 

また、各主体がそれぞれの役割と取組を理解し、連携して削減に取り組めるよう施

策を実施します。   

食品ロス削減推進にあたって、日常で取り組める具体的な取組を明示し、実践を推

進し、県民運動としての機運を醸成し、着実な食品ロス削減につなげます。 

   

（４） 市町村の役割 

市町村は、国の基本方針及び県計画を踏まえて、法第 13 条（市町村食品ロス削減推

進計画）の規定に基づき、それぞれの地域の特性に応じた計画の策定に努めます。  

また、国及び県と連携し、県が推奨する具体的な取組事例等を参考に、（１）（２）

の役割を実践する消費者や事業者が増えるよう取り組みます。 

 

（５） 関係団体などの役割 

消費者団体、福祉関係団体、NPO 法人等の関係団体は、食品ロス削減について理解

を深め、「ゼロカーボン社会・くまもと県民会議」26等のネットワークを活かし、県、

市町村等と連携して（１）（２）の役割を実践する消費者や事業者が増えるよう普及

啓発活動等に努めます。 

また、県が推奨する具体的な取組事例等の取組に協力し、ともに取り組みます。 

食品が必要な人の現場を担う団体等においては、余剰食品を必要な人に届ける取組

に際して、仕組みの構築に協力し、連携して有効活用を推進します。 

 

  

 

26 ゼロカーボン社会・くまもと県民会議: 

「2050 年県内 CO₂排出実質ゼロ」を実現するため、省エネルギー、エネルギーシフト等の地球温暖化対策とと

もに、3R(Reduce・Reuse・Recycle)、食品ロス削減等の循環型社会の形成に向けた取組を推進するために設置さ

れた会議。行政・議会関係、教育関係、地域活動団体、業界団体、マスコミ関係から構成されている。 
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２ 県の推進施策 

県は、前頁で記載した役割に沿って施策を展開していきます。 

特に、消費者が食品ロスの意義を理解し、日常生活ですぐ取り組め、行動変容につなが

る４つの行動、「てまえどり」行動の推進、「食べきり運動」の推進、「フードドライブ」

活動の推進、「食ロスチェック」の実施を、食品ロス削減アクション『四つ葉のクローバ

ー運動』として重点的に推進します。 

これらの行動を消費者、事業者、関係団体等と一丸となって実施していくことで、県民

運動の機運の醸成と定着を図ります。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

べきり協力店27  

 
27 食べきり協力店：食品ロス削減等を促進するとともに、広く県民に周知し、意識の啓発・高揚を図ることを 

目的に、食品ロスの削減やリサイクルに取り組む店舗として登録された飲食店、宿泊施設、 

食料品小売店。 

食品ロス削減アクション『四つ葉のクローバー運動』 

 

県では、消費者等の行動変容につながる４つの行動を、食品ロス削

減アクション『四つ葉のクローバー運動』として重点的に推進しま

す。 

 

［行動１］買い物時の「てまえどり」行動の推進 

購入してすぐ食べる商品を商品棚の手前から積極的に 

選ぶ取組 

 

［行動２］外食時の「食べきり運動」の推進 

   県民、食べきり協力店 27、県が協力して、宴会等での 

食べきりを目指す取組 

 

［行動３］事業者参加の「フードドライブ」活動の推進 

  県内企業に呼びかけ、従業員等の家庭で眠っている食品を集め、必要とす

る支援団体に提供する取組 

 

［行動４］消費者の意識を活かす「食ロスチェック」の実施 

   消費者からモニターを募り、食品ロス発生要因等の情報を消費者や事業者

へフィードバックする取組 
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[図表 17] 
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（１） 食品ロス削減に係る消費者教育・普及啓発・広報の実施 等 

消費者に向けて、食品ロス削減に係る教育や学習の機会を確保し、発生抑制に重点

をおいた取組につなげます。国が実施する表彰制度等を活用して、優良事例等につい

て周知広報、普及啓発等を図ります。 

特に、若い世代に対する消費者教育を通して、家庭での食品ロス削減に向けた知識

の普及や行動変容に向けた意識改革を目指します。 

消費者が食品ロスを理解し、日常生活ですぐ取り組める買い物時の「てまえどり」

推進や、外食時の「食べきり運動」推進、消費・賞味期限表示の普及啓発等、具体的

な取組事例の周知広報等を通じて行動変容を図ります。 

 

①食品ロス削減に係る教育・学習、普及・啓発等の実施 

〇 主催するイベント等で、食品ロス削減対策に係る周知広報を行う。 

 

〇 従来の消費者教育に食品ロス問題を加え、消費者教育コーディネーターが若者を対

象により効果的で確実な教育を実施し、消費者の意識改革・行動変容を推進する。 

 

〇 日常生活でできる食品ロス削減の取組として、購入してすぐ食べるものを商品棚の

手前から積極的に商品を選ぶ「てまえどり」を推進する。 

【食品ロス削減アクション「てまえどり」推進】 

 

〇 「くまもと食べきり運動」、小盛メニュー導入等食品ロスの削減等に取り組む飲食

店、宿泊施設、食料品小売店等の「九州食べきり協力店」を周知し、利用や参加を

呼びかける。        【食品ロス削減アクション「食べきり運動」推進】 

 

〇 「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」に基づき、事業者・消費者双方が安心して

食べ残しの持ち帰りを推進することができるよう普及啓発を行う。 

 

〇 消費者に向けて食品の消費・賞味期限表示に係る普及啓発を行うことで、食品ロス

削減を推進する。 

 

〇 消費者、事業者に納品期限の緩和等商慣習見直しの必要性に係る普及啓発を行うこ

とで、食品ロス削減を推進する。 

 

〇 学校や地域への出前講座やイベント等の場を活用し、食品ロス削減など県民等の 

ＣＯ２排出削減に効果的な行動を促進する。 

  

方向性 １ 消費者等の意識改革・行動変容推進 

食品ロス削減アクション

食品ロス削減アクション
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〇 乳幼児の望ましい食習慣形成と、保護者が食生活に関する悩みや不安を相談する機

会の充実のため、認定こども園、地域子育て支援拠点施設、幼稚園及び地域型保育

事業所における食育活動や栄養相談等の取組を推進する。 

 

〇 学校の教科等を通じて、環境の維持や持続可能な社会を構築するために必要な食生

活等の在り方に関する教育活動を実施し、食品ロス削減に関する理解を深める。 

 

〇 食に関する正しい知識や、望ましい食習慣を身につけるために取り組んでもらいた

い食行動を示した「熊本県民食生活指針」を活用し、県民の生涯を通じた健康を支

える食育を推進する。 

 

〇 飲食店での食品廃棄物削減を目的に、市町村と連携して「くまもと食べきり運動」

を実施し、九州各県と連携して情報交換や啓発を実施することで、九州食べきり協

力店の登録店舗数の拡大を図る。 

 

②食品ロス削減月間(10月)を中心にした周知広報等の実施 

〇 食品ロス削減月間及び食品ロス削減の日に合わせ、広報誌やラジオ、テレビ、新聞、

ＳＮＳ等での広報・啓発を実施する。 

 

〇 食品ロス削減月間に合わせ、「食品ロス削減」や「食の安全」「食の大切さ」につ

いての資料を集め、県立図書館等で展示し、食品ロス削減の啓発につなげる。 

 

〇 消費者庁が創設した「食品ロス削減推進大賞」について、関係機関・関係団体へ周

知し、応募を呼びかける。 

 

 

 

 

（１） 事業者等と連携した食品ロス発生抑制等に関する施策の推進 

食品ロスを削減するため、事業者に向けて、納品期限緩和等商慣習の見直しや、て

まえどり表示等の普及啓発を行います。 

また、食べきり応援店推進等を実施し、食品ロスの発生を抑制する取組につなげま

す。 

 

①食品ロス発生抑制に係る事業者等への支援  

〇 日常生活でできる食品ロス削減の取組として、購入してすぐ食べるものを商品棚の

手前から積極的に商品を選ぶ「てまえどり」を推進する。 

 【食品ロス削減アクション「てまえどり」推進】（再掲） 

  

方向性 ２ 発生抑制及び有効活用の取組推進 

食品ロス削減アクション
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〇 「くまもと食べきり運動」小盛メニュー導入等食品ロスの削減等に取り組む飲食店、

宿泊施設、食料品小売店等の「九州食べきり協力店」を周知し、利用や増加を呼び

かける。      【食品ロス削減アクション「食べきり運動」推進】（再掲） 

 

〇 消費者に向けて食品の消費・賞味期限表示に係る普及啓発を行うことで、食品ロ 

  ス削減を推進する。(再掲） 

 

〇 事業者に向けて「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を普及啓発すること

で、食品ロス削減を推進する。 

 

〇 消費者、事業者に向けて納品期限の緩和等商慣習見直しの必要性に係る普及啓発を

行うことで、食品ロス削減を推進する。(再掲） 

 

〇 熊本県物産振興協会会員に、食品ロス削減に関する周知や普及・啓発を図る。 

 

〇 県民や地産地消協力店28に対し、県産食材の豊かさや大切さについて普及啓発を行

う。 

 

〇 農業・林業・水産業の普及活動において、生産者に規格外品の発生抑制の指導等食

品ロス削減に向けた普及啓発を行う。 

 

②食品廃棄物の発生抑制等に関する施策 

〇 飲食店での食品廃棄物削減を目的に、市町村と連携して「くまもと食べきり運動」

を実施するとともに、九州各県と連携して情報交換や啓発を実施することで、九州

食べきり協力店の登録店舗数の拡大を図る。（再掲） 

 

〇 食育推進協議会（食育担当者及び栄養教諭・学校栄養職員を対象にした講習会）の

実施により、児童生徒に食事の重要性や食品を選択する力等の資質・能力の育成に

努める。また、健康教育推進調査により、学校給食の残食率を把握し食育推進につ

なげる。 

 

〇 青少年教育施設で ①利用者数の把握による過剰発注（調理）の抑制 ②利用者の

特性に応じたメニューの提供 ③食事の仕方等に関する利用者に向けた周知の徹底 

を実施する。 

  

 
28 地産地消協力店：県では、県産の農林水産物や加工品を販売する販売店や、食材として使用する飲食店を 

地産地消協力店として指定している。 

食品ロス削減アクション
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（２） 未利用食品の有効活用の推進 

現在各主体ですでに実施されている、食品を必要とする支援団体へ食品を届ける仕

組みを充実させるため、関係団体等と連携し情報共有等を行うなど仕組みを可視化し、

取組がさらに広がるよう活動を支援します。 

また、災害備蓄食品等の有効活用を図ります。 

 

①事業者等への支援(有効活用）  

〇 ホームページ等を活用して食品を必要とする支援団体の情報提供を行う。 

 

〇 県内企業に呼びかけ、従業員等の家庭で眠っている食品を集め、必要とする支援団

体に提供する取組を推進する。 

【食品ロス削減アクション「フードドライブ」活動推進】 

 

②未利用食品等の活用支援  

〇 災害対応職員用備蓄食料の賞味期限が切れる前に、食品ロス削減の観点から有効活

用を行う。 

 

〇 災害救助備蓄食料の有効活用を実施する。 

 

〇 子ども食堂の運営支援を行うコーディネーターを配置し、食材の寄附等を希望する

企業等と子ども食堂とのマッチング支援に取り組む。 

 

〇 県内公立学校や児童生徒等の自宅に備蓄されている災害時用備蓄食料が、消費期限

切れ等により廃棄されることのないように、ローリングストック法29等の周知及び

災害時用備蓄食料ロスが発生しないように啓発に努める。  

 

〇 食品寄附活動の社会的信頼の向上と活動定着のための「食品寄附ガイドライン」の

普及啓発を行う。 

  

 
29 ローリングストック法:ふだん食べている食品を少し多めに買い置きして、食べたらその分を買い足していく 

方法で、備える→食べる→買い足すことを繰り返しながら食品を貯蔵していく。 

食品ロス削減アクション
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（１） 県計画に基づく各主体の連携した取組の推進 

食品ロスの削減に関する施策が効果的に実施できるよう、県計画に基づき県事業の

進捗管理等を実施します。 

また、ゼロカーボン社会・くまもと県民会議で食品ロス削減に係る事業実施の告知

や報告を行い、意見交換や情報共有を行うことで、各主体（消費者、事業者、関係団

体等）との連携による食品ロス削減への取組を推進し、県民運動としての機運を醸成

します。 

 

計画に係る調査 

〇 消費者からモニターを募り、食品ロス発生要因等の現状を調査し、事業者等に 

フィードバックして食品ロス削減の取組を支援する。 

【食品ロス削減アクション「食ロスチェック」の実施】 

 

〇 各主体の連携を支援するとともに、各市町村の計画策定等の取組を推進する。 

また、県計画に係る事業の進捗管理等を行う。 

 

（２） 食品ロス削減に向けた情報の収集・共有 

食品ロス削減に係る先進的な取組に関する情報やその他関連情報を収集し、消費者、

事業者等各主体と共有します。 

 

先進的取組の情報収集・提供   

〇 食品ロス削減に係る国の動きや先進的な取組等の情報を収集し、ホームページ等を

活用して共有する。 

 

  

方向性 ３ 県民運動の機運醸成(連携推進） 

食品ロス削減アクション
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第５章 計画の推進に向けて 

１ 推進に向けた連携・協力 

本計画の効率的・効果的な推進を図るため、庁内の関係部局で構成する「熊本県食品ロ

ス削減推進会議」において、必要な協議及び調整を図ります。 

計画の推進にあたっては、「ゼロカーボン社会・くまもと県民会議」等と連携を図り、

国、市町村、議会関係、教育関係、地域活動団体、業界団体、学識経験者、マスコミ関係

等と協力し、県民一体となって、生産、製造、販売、消費等各段階にわたる食品ロス削減

に取り組みます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

計画の推進にあたっては、庁内の関係部局において、毎年度関連事業の進行状況を確認

します。 

また、「熊本県消費生活審議会」等外部機関に進行状況を報告して、意見等を求めると

ともに、その意見等を踏まえ、必要に応じて見直し等を実施していきます。 

計画の推進にあたっては、効率的に施策を展開するため、計画(plan)、実行(do)、評価

(check)、改善(action)のＰＤＣＡ マネジメントサイクルにより、継続的な改善を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図表 18] 

  

Plan（計画） 

企画立案 

Action(改善) 
事業の見直し 

Do（実行） 
事業の実施 

Check（評価） 
効果検証 
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□ 食品ロス削減に係る意識調査結果 

（１）消費者 

令和７年(2025年)７月に実施した「2025県民アンケート（県民生活や県の取組みに

関する意識調査）」の中の、食品ロス削減に関する回答結果では、「食品ロス削減を

意識して行っている」の割合は全体の 95.8％、「何も行っていない」は 4.2％でした。 

これは、令和３年(2021 年)と比較すると、「食品ロス削減を意識して行っている」

消費者が 15.6ポイント増加しています[図表 19]。 

 

「意識して行っている」と回答した人に、どのようなことを行っているかを尋ねた

ところ、「飲食店では、食べきれる範囲で注文している」の割合が 67.2％と最も高く、

続いて「お店では使い切れる分だけ食材を購入することを心掛けている」が 62.7％、

「家で調理をする際、食材の食べられる部分は使い切るように心掛けている」53.4％、

「家で調理をする際、一度に食べきれる量だけ作っている」44.9％という結果でした。 

このことから、食品ロス削減を意識して行動している人は、「身近な日常生活の中

で、自分ができるところから行動している」ことが分かります。 

 

一方、「何も行っていない」と回答した人を年代別にみると、18 歳～29 歳が 5.7％

と最も多く、続いて 60歳～69歳が 5.1％という結果でした [図表 20]。 

 

「何も行っていない」と回答した人にその理由を尋ねたところ「食品ロスの問題に

関心がない」の割合が 35.5％と最も高く、続いて「家で食品を管理する際、どのよう

にすれば食品ロスを削減できるか分からない」と「飲食店を利用する際、どのような

頼み方をすれば食品ロスを削減できるか分からない」が 17.7％という結果でした[図表

21]。 

また、令和３年度と比べると、「食品ロスの問題に関心がない」と答えた割合が増

加しました[図表 21]。 

 

「食品ロスの問題に関心がない」と回答した人を年代別にみると 50 歳～59 歳が

55.6％と最も多く、続いて 18歳～29歳が 40％という結果でした[図表 22]。 
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[図表 19] 

[図表 22] 

[図表 20] 

35.5%

16.1%

11.3%

17.7%

17.7%

24.2%

21.7%

33.3%

31.1%

27.4%

18.6%

16.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

食品ロスの問題に関心がない

お店で商品を購入する際、食品ロス削減のためには

どのような購入の仕方をすればよいか分からない

家で調理を行う際、食材をどのように調理すれば

食品ロスを削減できるか分からない

家で食品を管理する際、どのようにすれば

食品ロスを削減できるか分からない

飲食店を利用する際、どのような頼み方をすれば

食品ロスを削減できるか分からない

その他

何も行っていない理由は何ですか。（複数回答可）

令和７年度 令和３年度

80.2%

95.8%

19.8%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度

令和７年度

あなたは、食品ロス削減を意識

して行っていますか。

行っている 行っていない

[図表 21] 

5.7%
3.0% 4.6% 4.2% 5.1% 3.5%

24.1%
28.8%

21.1%
17.6% 19.4%

13.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

何も行っていない
（年代別内訳）

令和７年度 令和３年度

※

※令和３年度は、20～29歳

40.0%

0.0%

37.5%

55.6%

35.7%
28.6%

32.1%

22.6%
16.0% 13.0%

19.7% 20.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

食品ロスの問題に関心がない

令和７年 令和３年

※

※令和３年度は、20～29歳
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（２） 事業者 

令和７年(2025 年)５月に、県内事業者（製造・販売業、飲食業）500 社を対象に実

施した「食品ロス削減に関する事業者アンケート」では、「食品ロスという言葉を聞

いたことがあり、その意味も知っていた」事業者は 99.0％で、ほとんどの事業者に認

知されていました[図表 23]。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、食品ロス削減のための取組について尋ねたところ、今回のアンケートに回答

した 93 事業者のうち 94.0％に当たる 87 事業者が、「何らかの取組を行っている」と

回答しました。 

事業所で発生している食品ロスの形態については、製造・販売業では、その他を除

いて「消費・賞味期限が過ぎた食材(材料)」が最も多く、次に「商品の売れ残り」、

飲食業では「顧客の食べ残し」が最も多く、次に「消費・賞味期限が過ぎた食材(材

料)」が多いという結果になりました[図表 24][図表 25]。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[図表 23] 

[図表 24] 

聞いたこと

があり、言

葉の意味も

知っていた

99%

聞いたことが

あるが、言葉

の意味は知ら

なかった

1%

令和７年度

[図表 25] 

聞いたこ

とがあ

り、言葉

の意味も

知ってい

た

94%

聞いたこと

があるが、

言葉の意味

は知らな

かった

8%

食品ロスという言葉を知っていましたか。 

令和３年度 

18%

17%

3%

40%

23%

33%

31%

8%

10%
4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

消費・賞味期限が過ぎた食材(材料)

商品の売れ残り

生産時に見た目などから捨てている食材の可食部分

発生していない

その他

「食品ロス」が発生する主な場面・理由はなんですか。

【製造・販売業】（複数回答可）

令和７年度 令和３年度

6%
16%

16%
27%

36%

35%

4%
11%

20%

30%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

発生していない
料理の作りすぎ

調理時に見た目などから捨てる食材の可食部分
消費・賞味期限が過ぎた食材(材料)

顧客の食べ残し

「食品ロス」が発生する主な場面・理由はなんですか。

【飲食業】（複数回答可）

令和７年度 令和３年度
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12%

19%

19%

30%

15%

9%

10%

7%

44%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度

令和３年度

食品ロス削減に有効な技術や情報が不足している

a.あてはまる b.ある程度あてはまる d.あまりあてはまらない

e.あてはまらない c.どちらとも言えない

31%

食品ロス削減のための具体的取組について、製造・販売業では、「自らの事業活動 

により発生している食品ロスを把握し、見直しを図る」が最も多く、次に「需要予測

に基づき、食材・商品の仕入れを工夫」となりました。飲食業は「需要予測に基づき、

食材・商品の仕入れを工夫」、次いで「需要予測に基づく適切な量の調理」が多い結

果になりました。 

 

食品ロス削減の「効果が出ない」や「メリットがない」、「必要性がわからない」

と回答した事業者はいずれも 15％以下であり、食品ロス削減についての意識の高さが

うかがえます。また、食品ロス削減の課題について最も多かったのは、「消費者の意

識改革が必要だと思う」62％で、次に「有効な技術や情報が不足している」31％で、

具体的に取り組むことにより浮上する課題についての回答が多い結果になりました[図

表 26]。 

 

〔食品ロス削減の課題〕 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  
 
  

  

33%

41%

29%

36%

8%

7%

8%

3%

23%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度

令和３年度

消費者の意識改革が必要だと思う

a.あてはまる b.ある程度あてはまる d.あまりあてはまらない

e.あてはまらない c.どちらとも言えない

62%
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どのように取り組んでいいかわからない

a.あてはまる b.ある程度あてはまる d.あまりあてはまらない
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13%

19%

8%

14%

24%
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34%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度

令和３年度

取り組むための資金が確保できない

a.あてはまる b.ある程度あてはまる d.あまりあてはまらない

e.あてはまらない c.どちらとも言えない

1%

3%

10%

15%

22%

15%

44%

39%

24%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度

令和３年度

対策をとっても効果が出ない

a.あてはまる b.ある程度あてはまる d.あまりあてはまらない

e.あてはまらない c.どちらとも言えない

1%

8%

11%

7%

23%

10%

53%

56%

13%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年度

令和３年度

自社にメリットがない

a.あてはまる b.ある程度あてはまる d.あまりあてはまらない

e.あてはまらない c.どちらとも言えない
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       消費者の意識改革については、自由記述で以下の意見がありました。 

（自由記述：食品ロス削減に関する御意見・御要望から抜粋） 
 

・食事の食べ残しを持ち帰りとして勧めることで、食品ロスを減らすことができる

と思います。食べ残しの持ち帰りは、お客様の自己責任として周知徹底して欲し

いです。 

・県民への更なる啓発が必要。 

 

 【食品ロス削減に係る意識調査の総論】 

  消費者及び事業者ともに、食品ロス削減に関する意識は高まりつつあります。一

方、行動に結びついていない層も一定数います。このため、食品ロス削減に関する

周知や行動変容につながるさらなる取組が必要になります。特にアンケート結果を

踏まえ、若年層を対象にＳＮＳ等を活用した広報を行うなど、食品ロス削減に係る

消費者教育・普及啓発・広報の実施等により消費者の意識醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

[図表 26] 
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35%
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同業者が取り組んでいない

a.あてはまる b.ある程度あてはまる d.あまりあてはまらない

e.あてはまらない c.どちらとも言えない
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57

98

23

46
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37

75

23

20

22

4

32

7

10

0 20 40 60 80 100 120

作りすぎ・量が多い

好き嫌い

保存後品質劣化

おいしくなかった・調理失敗

その他

食品ロスになった理由（食べ残したもの） （複数回答可）

（個）

130

79

3

4

16

108

45

7

12

6

51

20

4

7

2

0 50 100 150

傷んでしまった

期限切れ

飽きた・好みでなかった

片付けたかった

その他

食品ロスになった理由（未利用）

令和６年 令和５年 令和４年

（個）

□ 食ロスチェックモニター調査結果概要（令和４年度～令和６年度） 

 

調査結果は以下のとおりです。 

なお、食ロスチェックモニターの調査結果を県ホームページで公表するとともに、今

後は、これまでの結果をまとめて分析・考察したうえで、県内の教育現場や関係機関等

に幅広くフィードバックしていくことを検討して参ります。 

 

（１）家庭で発生する食品ロスの発生量 

モニターの食品ロス発生状況  

  令和４年度 令和５年度 令和６年度 

回答者数（人） 25 58 83 

食品ロス発生量（ｇ） 16,426 50,338 59,928 

モニター一人当たりの 

食品ロス発生量（ｇ/人） 
47 62 52 

 

（２）食品ロスになった理由 
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食品ロスの削減の推進に関する法律 
 
令和元年法律第十九号 
目次 
前文 
第一章 総則（第一条―第十条） 
第二章 基本方針等（第十一条―第十三条） 
第三章 基本的施策（第十四条―第十九条） 
第四章 食品ロス削減推進会議（第二十条―第二十五条） 
附則 
我が国においては、まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階において日

常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生している。食品ロスの問題については、二千十五年九月二十五
日の国際連合総会において採択された持続可能な開発のための二千三十アジェンダにおいて言及され
るなど、その削減が国際的にも重要な課題となっており、また、世界には栄養不足の状態にある人々が
多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真
摯に取り組むべき課題である。 
食品ロスを削減していくためには、国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、

社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要で
ある。また、まだ食べることができる食品については、廃棄することな 
く、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人々に提供することを含め、で

きるだけ食品として活用するようにしていくことが重要である。 
ここに、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削

減を推進するため、この法律を制定する。 
 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、
基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品
ロスの削減を総合的に推進することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品、同
条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。 

２ この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにする
ための社会的な取組をいう。 

（国の責務） 
第三条 国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 
第四条 地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、そ
の地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の責務） 
第五条 事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する
施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとす
る。 

（消費者の役割） 
第六条 消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入又
は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものと
する。 

（関係者相互の連携及び協力） 
第七条 国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係
者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよ
う努めなければならない。 

（食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進） 
第八条 国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法
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律第百十六号）その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに
当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。 

（食品ロス削減月間） 
第九条 国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設け
る。 

２ 食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。 
３ 国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさ
わしい事業が実施されるよう努めるものとする。 

（財政上の措置等） 
第十条 政府は、食品ロスの削減に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を
講ずるよう努めるものとする。 

第二章 基本方針等 
（基本方針） 
第十一条 政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推
進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 食品ロスの削減の推進の意義及び基本的な方向に関する事項 
二 食品ロスの削減の推進の内容に関する事項 
三 その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。 
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ
ればならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 
（都道府県食品ロス削減推進計画） 
第十二条 都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進
に関する計画（以下この条及び次条第一項において「都道府県食品ロス削減推進計画」という。）を
定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めるに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画その
他の法律の規定による計画であって食品ロスの削減の推進に関連する事項を定めるものと調和を
保つよう努めなければならない。 

３ 都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努め
るものとする。 

４ 前二項の規定は、都道府県食品ロス削減推進計画の変更について準用する。 
（市町村食品ロス削減推進計画） 
第十三条 市町村は、基本方針（都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針
及び都道府県食品ロス削減推進計画）を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の
推進に関する計画（次項において「市町村食品ロス削減推進計画」という。）を定めるよう努めなけれ
ばならない。 

２ 前条第二項から第四項までの規定は、市町村食品ロス削減推進計画について準用する。この場合
において、同条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）中「第五条の五第一項に規定
する廃棄物処理計画」とあるのは、「第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画」と読み替える
ものとする。 

第三章 基本的施策 
（教育及び学習の振興、普及啓発等） 
第十四条 国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深
めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知
識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 前項の施策には、必要量に応じた食品の販売及び購入、販売及び購入をした食品を無駄にしない
ための取組その他の消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解
を深めるための啓発が含まれるものとする。 

（食品関連事業者等の取組に対する支援） 
第十五条 国及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減に
ついての食品関連事業者（食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者をい
う。第十九条第一項において同じ。）及び農林漁業者並びにこれらの者がそれぞれ組織する団体
（次項において「食品関連事業者等」という。）の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものと
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する。 
２ 国及び地方公共団体は、食品の生産から消費に至る一連の過程における食品ロスの削減の効果
的な推進を図るため、食品関連事業者等の相互の連携の強化のための取組に対する支援に関し
必要な施策を講ずるものとする。 

（表彰） 
第十六条 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、
表彰を行うよう努めるものとする。 

（実態調査等） 
第十七条 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ
食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査
及び研究を推進するものとする。 

（情報の収集及び提供） 
第十八条 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報その他の
情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。 

（未利用食品等を提供するための活動の支援等） 
第十九条 国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることが
できる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者に
これを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を
図るために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、民間の団体が行う同項の活動を支援するため
に必要な施策を講ずるものとする。 

３ 国は、第一項の活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討
を行うよう努めるものとする。 

第四章 食品ロス削減推進会議 
（設置及び所掌事務） 
第二十条 内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議（以下「会議」という。）を置く。 
２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
一 基本方針の案を作成すること。 
二 前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食
品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。 

（組織） 
第二十一条 会議は、会長及び委員二十人以内をもって組織する。 
（会長） 
第二十二条 会長は、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十一条の二の特命担当大臣を
もって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 
（委員） 
第二十三条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 
一 農林水産大臣 
二 環境大臣 
三 前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 
四 食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第四号の委員は、非常勤とする。 
（委員の任期） 
第二十四条 前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。 

２ 前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。 
（政令への委任） 
第二十五条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 
附 則 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める 日から施
行する。 
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熊本県食品ロス削減推進に関する有識者会議 委員 

 

 

１．委員職氏名 

 

 会 長    川口 惠子  尚絅大学短期大学部 名誉教授 

 

 委 員    藤川 修朗  熊本県農業協同組合中央会農政・営農支援センター所長  

 

委 員    松永 純一  株式会社イズミ経営企画本部 

サステナビリティ推進課 課長  

 

委 員    中野 祐子  熊本県生活協同組合連合会 理事 

 

委 員    坂口 眞理   熊本県消費者団体連絡協議会 会員 

               （NPO法人熊本消費者協会 副会長） 

   

委 員     菊住 幸枝   社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会会長 

 

委 員    山本 里賀子  八代市循環社会推進課 課長補佐兼計画係長 

 

（令和８年（２０２６年）１月末時点、敬称略） 

 


